
日本学生支援機構奨学生の皆さんへ 

「奨学金継続願」の提出について 
 

事前広報に注意し、スカラネット・パーソナル画面で振込金額等を確認したうえで、 
スカラネット・パーソナルにより「奨学金継続願」を提出してください。 

 

～全体の流れ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※裏面の注意事項もよくお読みください。→ 

●２０２２年１０月現在、給付・貸与奨学金を受給中の者。 

※以下の者も提出対象者に含まれますのでご注意ください。 

・過去に休学をし卒業期が延期している学士・修士・博士（後期）・一貫制博士・専門職学位課程の最終学年で２０２２年度

（２０２３年３月）満期でない者 

・給付奨学生で併給調整により第一種奨学金の振込が止まっている貸与奨学生である者 

・適格認定（家計）において支援区分の見直しの結果「支援対象外」となった者 

・国費による支援受給中で給付月額が０円となっている者 

・他の奨学金併給不可等で本人の都合により停止している者 

ただし、２０２２年度（２０２３年３月）満期者、２０２２年１１月以降採用者および１２月現在貸与・給付終了手続き中の者は除

く。 

 

●２０２３年４月以降、奨学金貸与を辞退したい場合や継続の意思がない場合も手続きが必要（注）です。 

※該当者は「奨学金振込みの継続の確認」の項目で、「奨学金の継続を希望しません」を選択してください。 

（注）日本学術振興会特別研究員採用者は併給不可ですので別途、京都大学ホームページ（ホーム＞教育・学生支援＞

経済支援＞さまざまな奨学金＞日本学生支援機構（JASSO）奨学金）よりダウンロードし「異動願（届）【辞退】」を奨学掛に提

出してください。 

異動願（届） https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/tuition/syogaku/nihon#idou 

「奨学金継続願」提出対象者 

提出された「奨学金継続願」の記入内容と学業成績等を総合的に審査し、奨学金継続の可否を判断します。 

※「継続」以外の処置（廃止、停止、警告）者には、４月下旬（予定）に連絡をします。なお、停止の処置となっても貸与は

卒業予定期までです。 

※「継続」の場合は連絡をしません。２０２２年４月分（振込予定日：４月２１日前後）の振込で確認してください。 

審 査 （適格認定） 

スカラネット・パーソナル 

スカラネット・パーソナルにより「奨学金継続願」を提出してください。「奨学金継続願」を提出しないと奨学金は“廃止”となり

ます。 

【スカラネット・パーソナル ログイン画面】 https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/ （新規で使用する場合は登録が

必要です。） 

 

【入力期間】 ２０２２年１２月１５日（木） ～ ２０２３年１月１３日（金） 【各日8時～25時】 

ただし年末年始（12月29日～1月3日）は除く 

 

※送信（提出）後の「受付番号」表示で、提出完了となります。 

※併用の場合は、それぞれの奨学金（第一種・第二種・給付）に対し、提出が必要です。 



注 意 事 項 

 

 

■「奨学金継続願」提出対象外の者について■ 

・休止中（現在、休学中等で奨学金の振込が休止されている者）、停止中（注）の者 

・「留学奨学金継続願」承認中または２０２３年４月以前を始期とする「留学奨学金継続願」を提出した者 

・最終受領希望月を２０２３年３月以前とする貸与終了手続き（辞退・退学・採用取消）を行った者 
※辞退を取消す場合は、継続願の提出が必要であるため、上記継続願入力期間内に速やかに奨学掛へ連絡してく
ださい。 
（注）給付奨学金（新制度）の停止について、適格認定（家計）において支援区分の見直しの結果「支援対象外」とな
った者や他の国費による支援受給中で給付月額が０円となっている者、他の奨学金併給不可等で本人の都合により
停止している者は、「奨学金継続願」の提出は必要ですのでご注意ください。 
 

■適切な貸与月額への指導について■ 

奨学生本人の収入金額と支出金額の収支差が学部生３６万円以上、大学院生４５万円以上ある場合は、適切な奨

学金貸与額への変更等の指導を行います.。収入・支出金額入力にあたっては十分注意してください。 

※「収入」の「日本学生支援機構の奨学金」欄に採用取消で返戻した奨学金の金額が含まれている場合は、「支出」
の「その他」欄にその金額を含めてください。 

 

 

■住所等に変更がある場合について■ 

「Ｅ-あなたの返還誓約書情報」欄に、連帯保証人・保証人の住所（住民票住所）・氏名等（人的保証の場合）、連絡

先の住所・氏名等（機関保証の場合）が表示されています。これらに変更や訂正がある場合は、「奨学金継続願」提

出後、京都大学ホームページより様式をダウンロードし、上記継続願入力期間内に奨学掛に提出してください。 

・連帯保証人・保証人について変更（人物、改姓等）したい場合 → 連帯保証人・保証人変更届 
・連帯保証人等住所（住民票住所）を変更したい場合 → 住所変更届 

京都大学ホームページ（ホーム＞教育・学生支援＞経済支援＞さまざまな奨学金＞日本学生支援機構
（JASSO）奨学金） 

 https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/tuition/syogaku/nihon  

 

 

■入力内容の訂正について■ 

原則、入力内容を訂正することはできません。ただし、内容が「継続」にかかわること（「返還の義務」について「自覚し

ていない」を選択した場合は除く*）および「指導」対象にかかわることについては、受け付けることもありますので、速

やかに下記までご連絡ください。 

*特に「返還義務の自覚」設問については十分注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 【問い合わせ先】 

                             教育推進・学生支援部 学生課奨学掛 

TEL：075-753-2535 

Mail：840scholarship@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

 

京都大学 日本学生支援機構 検索 

奨学掛より入力内容等について連絡することがありますので、以下に注意してください。 

 

電話：応答できない場合は、必ず折り返しご連絡ください。留守番電話にメッセージが残っている場合は、その内容

に従ってください。 

メール：メール（一斉送信含む）を受信できるように設定してください。本人連絡先は主に KUMOI アドレス及び

KULASIS届出メール、奨学金届出情報によります。 

mailto:840scholarship@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

